
 1

（構想書） 

水俣市バイオマスタウン構想 

１．提出日  平成１８年２月２４日 

２．提出者 

      熊本県水俣市農林水産課 

       担当者：課長 本 山 浩 二 

       〒 867－8555 

         熊本県水俣市陣内１丁目 1番 1号 

         電話：０９６６－６３－１１１１（内線３６１） 

         Fax ：０９６６－６２－０６１１ 

         Mail：motoyama-k@minamata-c.kumamoto-sgn.jp 

 

３．対象地域 

       水俣市全域 

 

４．構想の実施主体 

       水俣市    

 

５．地域の現状 

  経済的特色 

   本市は、豊富な水、温暖な気候に恵まれた地域で、明治４１年にチッソ株式会社の

前身である日本窒素株式会社が設立され、従来の農山漁村集落から一転して工業都市

へと変貌し、現在に至っている。 

国勢調査（平成１２年）における産業構造は、第１次産業（農林水産業）5．6％、

第２次産業（製造業）33．0％、第３次産業（商業・サービス業）61．2％となってお

り、工業製品としては、液晶材料、ファインケミカルなどの化学製品、ＩＣ、電気製

品、合板など、農産物としては、甘夏・デコポンなどの柑橘類、タマネギ（サラダた

まねぎ）、茶などが基幹作物となっているが、農業従事者の高齢化が大きな課題となっ

ている。 

   また、本市は産業活動による環境破壊と健康被害の大きさで世界に類例のない公害

病の経験をしており、これらを教訓として「環境モデル都市」実現に向けた、「ゴミの

２１分別」への取組を基礎として、平成１３年には資源循環型社会の構築に向けたリ

サイクル産業や環境の創出を目指す「エコタウンプラン」が承認され、環境に配慮し

た企業の進出が進んでいる。 
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  社会的特色 

   本市の人口は 29，784 人（平成１７年４月１日現在）で、昭和３１年の 50，461 人

をピークに減少の一途をたどっている。 

   その原因としては、本市は政治、経済、社会の全てにおいて、チッソ株式会社を中

心とする企業城下町であったが、昭和３１年の水俣病公式確認に伴い、本市における

最大の企業であり原因企業でもあったチッソ株式会社の公害対策や関連業界の不振に

よる事業縮小や操業短縮などが挙げられる。その結果、チッソ社員の他地域への配転

などが行われ人口の減少に拍車がかかった。    

   また本市は、経済優先、経済効率を追求する高度経済成長期という社会背景の中で、

一企業が発生させた公害により、地域住民の健康被害や環境破壊のみならず、行政と

被害者、被害者と市民との間に対立を生み出し、地域社会崩壊の経験を持つ、いわば

近代日本の歴史が凝縮されたまちである。 

   水俣病が昭和３１年に公式確認され、昭和５２年から開始された水俣湾公害防止事

業が１４年の歳月と４８５億円の巨費を投じ平成２年に完了した。これを契機として、

平成２年から市民間の「もやい直し」を進めながら、水俣病の理解促進と地域再生を

図るため「環境創造みなまた推進事業」が開始された。 

   平成４年１１月、水俣病の経験を貴重な教訓として、自然の生態系に配慮した「環

境モデル都市づくり」を目指す宣言を行い、これまで実施したさまざまな取組を通じ、

水俣病の正しい理解と市民相互の理解促進が図られるとともに、市民と行政が協働し

て、「ゴミの２１分別」、「地区環境協定」、「エコショップ認定制度」、「学校版ＩＳＯ」

など、地域の再生と振興を図る取組が積極的に進められている。 

   しかしながら、現在でも人口減少に歯止めがかからず過疎化と同時進行で高齢化（65

歳以上人口比率は 27．9％）と少子化の問題に直面している。 

          

  地理的特色 

   本市は、九州南西部、熊本県の最南端に位置し、東は津奈木町、芦北町、南は

鹿児島県出水市及び大口市と隣接している。 

   南北は山々に囲まれ、西は不知火海、天草諸島を望む海辺にリアス式海岸を有す

る風光明媚な地である。 

   東西 22．4Km、南北 13．8Km、総面積 162．87K ㎡で、その約 74.9％が山林を占

め、源流から河口まで水俣川が貫いて流れ、主にその流域に沿って集落や市街地が

形成されており、平地が少ない反面、海、山、川の生態系を持つ豊かな自然環境に

恵まれている。 

   気候は、年間平均気温 17．0℃、平均降水量は 1，911mm で、温暖で雨の多い海

洋性の気候となっている。 
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  行政上の地域指定 

過疎地域   ：平成  ２年  ４月 １日  

特定農山村地域：平成  ５年  ９月２８日 

振興山村地域 ：昭和４７年  ２月 ３日 

農業振興地域 ：昭和４７年１０月１１日 

 

６．バイオマスタウン形成上の基本的な構想 

（１） 地域のバイオマス利活用方法 

 ①基本的な構想  

   本市においては、ゴミ処理経費の増大、し尿及び浄化槽汚泥の海洋投棄の禁止、家

畜の排せつ物による臭気の問題、間伐経費の高騰や林業従事者の高齢化による森林の

荒廃など、いくつかの行政課題が発生していることから、バイオマスタウン形成を目

指した取組を進めることにより、その課題解決につなげる必要がある。  

そこで、これまで本市が取り組んできた環境保全活動やゴミ分別等のノウハウを活

かし、既に前段階として実施している一般家庭及び事業所から発生する食品残渣やし

尿及び浄化槽汚泥の収集により、堆肥化及び肥料化に取り組んでいる。 

これに続く取組として、農家から発生する野菜非食部やもみ殻等に加え、畜産農家

から排出される家畜排せつ物、更に林地残材や植栽剪定枝、建築廃材等を未利用資源

として捉え、バイオマスタウン構想の確立を目指す。 

総合的にみれば市内に賦存する廃棄物系バイオマス、未利用バイオマスを資源とし

てエネルギー、処理水利用、原材料利用、堆肥利用、農地還元、商品化等が果たされ

ることから、市内で発生する廃棄物を可能な限り循環利用する総合的利用システムを

宮崎県 

福岡県 大分県 

長崎県 

佐賀県 

鹿児島県 
 

熊本県

水俣市 
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確立し、環境モデル都市実現を目標に構想を構築する。 

※ 図１「水俣市バイオマスタウンにおけるバイオマス利用システムのイメージ」を参

照 

 

 ②バイオマスごとの利用の考え方 

ア、食品残渣    

本市においては、年々排出量が増加し処理費用が増加してきていたため、平成１４

年度より地域住民の理解を得て生ゴミの分別収集を開始した。                   

一般家庭においては、各地区に設置された生ゴミステーション（700 カ所）に集め、

事業所においては、クリーンセンターに持込むなど収集された生ゴミを全量堆肥化し

た結果、通常ゴミ量が 20％減となったところである。（生ゴミを除く分別ゴミは、従来

どおりクリーンセンターに送られ処理） 

本市で発生する生ゴミは年間 1,847ｔ（山間部の回収は行っていない。）で、そのう

ち収集した 1，574ｔ（一般家庭分：1，291t、事業所分：283t）を堆肥化施設に搬入し

堆肥化（堆肥生産量 1,342ｔ）を行っている。現在は、生ゴミから生産された堆肥を耕

種農家や果樹農家、林業家及び一般家庭へ販売を行うことで、完売している状態であ

り、平成１６年度における販売先は、農業協同組合（367ｔ）、一般農家（291ｔ）、造

園業等（237ｔ）、一般販売（447ｔ）の合計 1,342ｔとなっている。 

今後着手予定である本市の特産物のミカン及びタマネギの選果クズや農家で放置さ

れている野菜非食部（イノシシ等有害鳥獣の餌となり、被害発生の一因）や家畜排せ

つ物の堆肥化を積極的に検討する。 

食品残渣

一般家庭

生ゴミ
ステーション

回収車

ステーション

回収車

クリーン
センター分別ゴミ

（食品残渣
を含む）

従

前

現

在

食品残渣（生ゴミ）の流れ

廃プラスチック

など

ビン

スチール缶

アルミ缶

可燃ゴミ
（食品残渣
を含む）

焼却

生ゴミを除く可燃ゴミは従来の流れ

1，291ｔ/年

Ｈ１３ 8，190ｔ/年

Ｈ１６ 5，103ｔ/年

資源ゴミ

堆肥化
施 設 1，342ｔ/年

販売先

農協（ＪＡあしきた）

一般農家

造園業等

一般販売

367ｔ/年

447ｔ/年

237ｔ/年

291ｔ/年

1，291ｔ/年

平成16年度一般家庭
生ゴミの総量

畜産系固形バイオマス

ミカンやタマネギの非食部

水俣市

水俣市

事業所

283ｔ/年

今
後
実
施

予
定

完売
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イ．し尿及び浄化槽汚泥 

し尿においては、水俣市及び津奈木町、芦北町（１市２町）で組織する水俣芦北広域

行政事務組合において受け入れ、海洋投棄を実施していたが、２００７年からの海洋投

棄の全面禁止を受けて、平成１３年１０月から水俣芦北広域行政事務組合のし尿（35,000

ｔ/年、うち水俣市分 15,100ｔ/年）を原料として受け入れ、ゴミ除去の後、微生物処理

（し尿等の原水を希釈せずに広葉樹林等に生息する微生物を使って、有機物を腐植化し

活性珪酸を投入、土壌化への反応を促進する）により汚泥と処理水に分離し、分離され

た汚泥は肥料として製品化（335ｔ/年、うち水俣市分 145ｔ/年）され、処理水はＢＯＤ、

ＣＯＤ、ＳＳ等を低減し下水道へ排水し処理している。 

し尿処理の流れ

汲取車

汲取車

汲取車

海洋投棄船 海洋投棄

2007年 海洋投棄全面禁止

水俣芦北広域行政事務組合所管

（水俣市、芦北町、津奈木町）

３５，０００ｔ/年

うち、水俣分１５，１００ｔ/年
１５，１００ｔ/年

自然浄化法し尿投入システム

（汚泥肥料生産工場）

海洋投棄 ×

陸上処理へ切替

平成13年10月運用開始

汚泥肥料

処理水

下水道へ

１５，１００ｔ/年

９５ｍ３/日

１６，５３４ｔ/年
１０５ｍ３/日

１４５ｔ/年

９７．５ｋｇ/日

一般販売

BOD,COD,SS,T-N,T-Pの低減

 

原料

Ｐ Ｐ Ｐ

ドラムス
クリーン

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ

脱水機

乾燥機

受入槽 貯留槽

（バッ気） （バッ気） （攪拌） （バッ気）

脱窒槽 硝化槽ﾘｱｸﾀｰ槽

（バッ気）

放流

汚泥肥料

プレス

廃棄

ＮＯ１
分離槽

再曝気槽 ＮＯ２
分離槽

放流槽

自然浄化法し尿投入システム（リアクターバイオシステム）フロー

・し尿（１市２町分）

・浄化槽汚泥

15，100ｔ/年

95ｍ３/日

１４５ｔ/年

９７５ｋｇ/日

１６，５３４ｔ/年

１０５ｍ３/日

 



 6

ウ、家畜排せつ物 

畜産農家より排出される家畜排せつ物においては、鶏ふんや牛ふん、豚ふんの三種 

があり個々に特性が異なる。 

鶏ふん（経営体 2、頭羽数：62,000、固形分：2,934t）は、水分が少ないため食品残

渣の生ゴミへの混入や土壌への還元で殆ど処理されている。 

牛ふん（経営体 13、頭数：630、固形分：5,474t 液状分：1,925t）及び豚ふん（経

営体 4、頭数：3，841、固形分：3,111t 液状分：5,773t）に関しては、排出後すぐに

腐敗が発生し梅雨時期には臭気があるなど、その対策が課題となっている。 

そこで、本市では熊本県が平成１５年度に文部科学省から採択を受けた「都市エリ

ア事業」（産学官連携促進事業、事業実施機関：みなまた環境テクノセンター）におい

て畜産系廃棄物処理実用化試験が行われている新規性の高い「通電透析発酵システム」

の畜産農家への導入を検討し課題の解消を図る。 

この「都市エリア事業」における家畜排せつ物処理は、畜産農家１戸ごとに本シス

テムを設置するため回収・運搬のコスト低減が可能となる。 

固液分離を行った固形分は食品残渣の堆肥化及び土壌還元を実施し、液分は「通電

透析発酵システム」を用いて窒素、リン、カリ等の有用成分の回収を行い、回収段階

で得られる濃縮液は液肥として土壌に還元する。回収後の処理水は、畜舎洗浄に再利

用するとともに、河川放流基準値をクリアしていることから（（独）畜産草地研究所及

び熊本県農業研究センター実験データ）河川への放流が可能となる。 

   なお、現在試作機が熊本県菊池市旭志（旧旭志村）で試験中のため試験完了及び製

品化後において本事業に着手する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原水 活性汚泥 処理水

有機物

塩類

分解 低分子化

不変

すのこ

糞尿が溜まるピット

固液分離装置

堆肥化処理 固形分 液分

≪ 水に溶ける成分（塩類等）が液分へ ≫

栄養塩類

肥料成分

安定成分

肥料利用が可能
脱塩浄化水

通電透析装置による水の循環利用と活性汚泥安定化

水の循環利用による塩類集積を防止し、
活性汚泥の安定化と、変敗しない濃縮液体
肥料を副次的に生産することのできる水処理
が可能となる。

※新技術

従来の循環利用

希釈水

通電透析装置

ピット洗浄水
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原水 活性汚泥 処理水

有機物

塩類

分解 低分子化

不変

現行施設への利用のメリット

質的な環境負荷は軽減。
栄養成分は残存している。

（農作物の吸収）

土壌の緩衝力とのバランス？

現在のままでは、負荷量は増加！！

円筒状イオン交換膜を利用した畜産排水処理装置

過剰に残存する栄養塩類を一時的に排水中から回収できる。

回収した栄養塩類

排水と異なる点（利点）
無菌状態で二次的な腐敗が無い。 ＝ 保管ができる。
排水に比べ２０倍以上濃縮されている ＝ 運搬し易い。
外見上、にごりのない液体 ＝ 農地以外での使用が可能 など

新技術導入のポイント

処理した排水

排水基準をクリア
中水利用・放流などが可能

現行の処理技術：活性汚泥法

新技術

今後対策が必要である理由

 

 エ、林地残材等の利用 

本市の森林面積は10,226haを有し、市総面積の74.9％を占めており、人工林は9，332ha、

天然林 894ha となっている。 

 外材の大量輸入による木材需要の低下及び価格の低迷、林業従事者の高齢化などによ

り間伐が必要にもかかわらず間伐されていない森林が拡大し、森林の持つ多面的機能の

維持も危機的状況となっていることから、間伐の促進による森林の保全及び林業の活性

化が緊急の課題となっている。 

 間伐材の収集は、森林組合やボード製造業者により端材を含む丸太のまま回収・運搬

し、低コストで集荷することとし、間伐の際に収集した上質間伐材は製材し、製品化す

るが、その他の曲がり材、切り株等については、短冊形の薄片に切削し、接着剤を添加、

ホットプレスで熱圧着して付加価値の高い製品（ストランドボード）を製造する。 

 ストランドボードについては、カナダやアメリカなどからの輸入製品は存在するが、

国内では本格的生産事例がないことから我が国初の事業である。本事業を推進すること

は森林の保全や林業の活性化にも繋がるため、林地残材等の木質資源については積極的

に利活用を図っていく。 



 8

水俣市森林面積

１０，２２６ha

人工林 ９，３３２ha

天然林 ８９４ha

未利用木質資源の循環利用

間伐材の需要促進

林業の活性化

間伐の促進

（除間伐の実施）等森林の保全

多面的機能の維持促進

焼却灰
舗装材余剰分
産業廃棄物業者へ

公共事業、
一般家庭、

建築業

ストランドボード製造

・間伐材から得られる

林地残材

・曲がり材

・災害による被災材

・樹皮

・植栽剪定枝等

・建築解体材

・燃料チップ

バイオマス発電

電力
供給

建築資材へ変換

丸
太
の
ま
ま
回
収
運
搬

未利用木質資源

製材製品 域外へ販売

域内外へ販売

森

林

組

合

ボ
ー
ド
製
造
業
者

木粉ボイラー

細分化・微粒子化

アスファルト
舗装材

（域内外へ販売）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

オ、バイオマス発電    

 林地残材、災害による被災材、製材工場等残材、一般家庭や公共事業等から出る剪定

枝、建築廃材等を材料とした燃料チップ等を燃料としてバイオマス発電（発電プラント 

出力最大：4,500KW/h）を行うことにより、得られた電力をボード製造用の動力源として

ｽﾄﾗﾝﾄﾞボード製造の流れ

Ａ 材

Ｂ～Ｃ材

Ｄ 材

林地残材

風倒木

被災材

製材背板

処理済廃角材

合板端材

樹皮

植栽剪定枝

建築廃材

（燃料ﾁｯﾌﾟ）

製材 乾燥 ﾗﾐﾅｰ化

背板

ﾗﾐﾅｰ材

荒床

ｽﾀｯﾄ

ｽﾄﾗﾝﾄﾞ原料 切削 ｽﾄﾗﾝﾄﾞ

乾燥 接着剤
塗布

ﾌｫｰﾐ
ﾝｸﾞ

ｽﾄﾗﾝﾄﾞ
ボード

熱圧締 ｻﾝﾀﾞｰ

ｶｯﾄ

構造用
型枠用

単板圧着

塗 装

ﾌﾛｱ材

ﾌﾛｱ用

ﾌﾛｱ加工

発電用ボイラー破砕

端 材

電力

3,500kw/h

4,500kw/h

ｽﾄﾗﾝﾄﾞ製造
工場全体へ
提供

工場余剰分
は売電

のうち一部

間
伐
材
１
本
の

状
態
で
回
収
及
び
運
搬
を
行
う

木
材
業
者
、
中
間
処
理
業
者

蒸気熱



 9

利用し、工場余剰分のついては電力会社へ売電することでコスト削減を行う。また、熱

蒸気については、乾燥や熱圧締に利用し、廃棄物としてしか捉えられていない未利用木

質資源のリサイクル範囲の拡大を図る。 

 発電により発生する焼却灰は、木粉ボイラーにて再燃焼させガラス繊維状の固体とし

細分化、微粒子化することによりアスファルト舗装材の原料とする。余剰分は産業廃棄

物として処理する。 

 林地残材はストランドボード製造のための間伐材回収において回収され、建築廃材や

剪定枝などは関係事業者の持込みによるものとし、コストの低減を図る。  

 これらの未利用木質資源の循環利用により、間伐材の需要を拡大し、森林の保全と大

径木を産出するために必要とされる間伐を推進することで林業の活性化、森林の保全な

どに寄与し森林の持つ多面的機能の維持促進が図られる。 

建
築
業
等

市
民
・
事
業
者

食品残渣

一般家庭( 1,291t)

事業所 (    283t)

し 尿 (15,100t)

生ゴミ等堆肥化施設

し尿・浄化槽汚泥肥料施設

耕
種
・

果
樹
農
家

籾がら(326t)

野菜非食部（ 114ｔ ）
玉ねぎ皮・芯部
みかん選果くず等

畜
産
農
家

牛ふん(固5,474t,液1,925t

豚ふん(固3,111t液5,773t

鶏ふん(2,934t)

ストランドボード製造施設

林
業
・
製
材
業

林地残材(4,4000ｍ３）

（間伐材

端材

被害木）

バイオマス発電施設

建築廃材 (１,000ｍ３)

製材工場等残材（80ｍ３）

植栽選定枝等( 400t)

有用物質回収施設
（通電透析システム装置）

電力供給

みなまたエコタウン

堆 肥 化

窒素・リン・カリ回収

固
液
分
離

河川放流

固形バイオマス

液状バイ
オマス

肥料・ペレット化

建築用ボード

焼却灰

畑地へ

畜舎洗浄水
A,B材

C,D材

分別収集

家庭
園芸

建築用製材

販売

・間伐推進

・地域ゼロエミッション

の確立

・資源循環型地域

システムの構築

・環境保全型農業の

推進

・産学連携推進

・森林保全

・水源涵養

・災害防止

・林業活性化

土

壌

還

元

販売

熱供給

アスファルト舗装材

稲わら(1,374t)

145ｔ

1,342ｔ

産業廃棄
物業者へ

敷

材

図１ 水俣市バイオマスタウンにおけるバイオマス利用システムのイメージ

余剰分

売電
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（２）バイオマスの利活用推進体制 

  推進体制としては、図２（バイオマスの利活用推進体制）のとおり、水俣市バイオマ 

スタウン推進本部が中核となりバイオマスの利活用を推進する。 

  推進本部の下部組織としてバイオマスタウン推進委員会（仮称）を設置し事業推進に

関する検討や全体計画に関する検討を行う。 

   さらには、バイオマス事業ごとに部会を置き事業推進に関する具体的検討や全体計画・

運営に関する検討を行う。 

 また、水俣市においても庁内委員会を設け行政横断的な連携で事業推進を実施する。 

水俣市バイオマスタウン

推進本部
（有識者、議会、区長会、JA、農業
委員会等の関係者で構成）

事務局（水俣市農林水産課）

水 俣 市
計画承認、市民への普及

啓発の推進

（庁内委員会）
助役、関係部長、企画
課、商工観光課、環境
対策課、 農林水産課

バイオマスタウン推進委員会（仮称）
（住民代表・有識者・各種団体代表）

生ごみ分別部会 畜産廃棄物部会木質バイオマス部会 施設運営部会

事 業 実 施 団 体

主に関係課で構成、行政横
断的な連携で事業推進

各部会において事業推進に関す具体的検討や全体計画・運営に関する検討を行う

事業推進に関する検討や全体計画に関する検討を行う

参画事業実施団体は水俣市バイオマスタウン構想を尊守し活動を行う

図２ バイオマスの利活用推進体制

 
 

（３）取組行程  

＊ 各施設整備の前年または当該年度に調査・基本設計を行う。 

① 平成１８～１９年度速やかに着手する予定の事業 

【木質系バイオマスを用いたストランドボード製造事業】 

 １８～１９年度 

・ 製造工場及び製品倉庫建設 

・ ストランドボード製造ライン 

・ 原料建屋 
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【木質系バイオマスを燃料とする発電事業】 

 １８～１９年度 

・ バイオマス発電施設 

（新エネルギー事業者支援対策費補助事業 18 年度採択） 

    

② 平成２０年度以降着手する予定の事業 

【畜産系廃棄物処理事業】 

・ 前処理施設 

・ 通電透析発酵システム 

 

 

７．バイオマスタウン構想の利活用目標及び実施に期待される効果 

（１） 利活用目標 

食品残渣、し尿及び浄化槽、家畜排せつ物および木質系バイオマスについては、原則

的に全量利活用することを基本方針とする。しかしながら、収集・運搬時のロスが発生

することから、廃棄物系バイオマスの利用率は９２％の利用となる。 

   また、未利用バイオマスについては、もみ殻、稲わら、野菜非食部、剪定枝や草木

などの利用を含め林地残材の利活用についても収集・運搬の効率化を図り、未利用全

体では４０％の利用となる。 

   上記の取組により、廃棄物系バイオマス９２％以上、未利用バイオマス４０％以上

の利活用を目指している。  

     

 

  水俣市バイオマスの利活用目標（炭素量換算）  

 ①賦存量 ②既利活用

量 

③構想の利活

用量 

構想の利活用目

標割合（③）/①

廃棄物系バイオマス 3,269 t 2,242 t       3,018 t      92 % 

未利用バイオマス    1,565 t      181 t        629 t      40 % 

  合   計    4,834 t    2,423 t       3,647 t      75 % 

 (注) 廃棄物系：食品残渣、し尿及び浄化槽汚泥、家畜排せつ物、建築廃材、製材工 

場等残材 

（注）未利用：林地残材（間伐材、被害木など）、もみ殻、稲わら、野菜非食部、剪定枝、

草木 

 

（２） 期待される効果 

「バイオマスタウン形成上の基本的な構想」の（１）地域のバイオマス利活用方法、
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食品残渣で掲げた一般家庭及び事業所から排出される生ゴミやし尿においては全量堆肥

化を実施しており、排出される生ゴミの１００％が堆肥化でき分別ゴミの２０％が減量

できた。             

家庭から発生した生ゴミを堆肥化し、農家等が耕作地に還元し作物を栽培し、その作

物が再度家庭に戻るという成果により資源循環システムの構築が可能となった。 

このことから、住民が率先して生ゴミの全量堆肥化という課題をクリアしたことで、

本構想にも積極的な取組が期待できるようになった。 

今後は、地元で生産される堆肥を利用し栽培された作物を地域内で消費する「安心・

安全な作物の地産地消」を実現することで、農家の所得向上と活性化につなげられる。 

畜産農家より排出される家畜排せつ物のうち鶏ふんを除く「牛ふん」、「豚ふん」に 

おいては、まず固液分離を行い、固形分においては食品残渣の堆肥化及び土壌還元を実

施し、液分においては「通電透析発酵システム」を用い、窒素・リン・カリ等の有用成

分の回収を行い、回収段階で得られる濃縮液は液肥として土壌に還元し、回収後の水分

は再度畜舎洗浄への利用や河川放流を行うことで、悪臭や河川等の環境汚染を防ぐこと

ができる。また、新規な廃棄物処理技術の実用化により、産学官連携による産業の創出

と育成が図られる。 

未利用木質資源の循環利用において、未利用木質資源の利用拡大による間伐の促進が

図られ、木材価格の低迷などからの脱却が成果としてあげられるが、最大の効果は未利

用木質資源の循環利用により森林の保全と大径木を産出するために必要な間伐の推進等

による林業の活性化、森林の多面的機能の保全が図られることである。 

さらには、焼却してエネルギー化するだけでなく新事業によりリサイクルした製品を 

再度市場へ送り出すという事業に着手することで先駆的取組を本市において実現させる

ことができる。 

 

８．対象地域における関係者を含めたこれまでの検討状況 

  これまで水俣市民が取り組んできた環境保全活動のノウハウを活かして、地域で発生

したものは地域でリサイクルする地域内ゼロエミッションの確立、また資源循環型地域

システムの構築を市民、企業、行政が一体となって実践するために、住民と協働で平成

５年から資源ゴミを各地区に設置されたステーションに集め、他の市町村に誇れる資源

ゴミ分別収集（２１分別）を確立した。 

その後、水俣病を教訓として環境復元行動及び環境美化活動を経てきた市内の婦人会

など 16 団体の女性代表者でつくる「ゴミ減量女性連絡会議」を平成９年１２月に発足さ

せ、ゴミ減量に必要なしくみ作りの検討・実践を行ってきた。（平成１１年度自治体環境

グランプリ受賞） 

その検討の結果、平成１４年１２月に生ゴミの分別収集を開始し、一般家庭及び事業

所からの生ゴミを全量堆肥化しゴミの減量化（20％減）が実現できた。 
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また、平成１５年度に文部科学省から採択を受けた「都市エリア事業」（産学官連携促

進事業、事業実施機関：みなまた環境テクノセンター）において畜産廃棄物処理実用化

試験を実施しており、今後、新規性の高い「通電透析発酵システム」の導入を検討する。 

森林の保全及び林業の活性化を図るためには間伐を促進することが重要である。この

ため本市では、平成１６年度から林地残材や製材工場等残材等を原料とするストランド

ボード製造とバイオマス発電の実現に向けた検討を行ってきた。バイオマス発電につい

ては、経済産業省「平成１７年度新エネルギー事業者支援対策事業（水俣ストランドボ

ード工場への木質バイオマス発電設備導入事業）平成１７～１９年度」の採択がなされ、

平成１８年度からストランドボード工場の起工に向けた取組を行っている。 

また、ストランドボード製造については、今後、事業化に向け検討していくことにし

ている。 

   

９．地域バイオマス賦存量及び現在の利用状況 

バイオマス 賦存量 変換・処理方法 仕向量 利用・販売 利用率

（廃棄物系ﾊﾞｲｵﾏｽ） 38,444ｔ/年     69％ 

食品残渣（一般、事業所） 1,847ｔ/年 堆肥化、畑還元 １,574ｔ/年 販売、土壌還元 85％ 

し尿及び浄化槽汚泥 15,100ｔ/年 肥料化 15,100ｔ/年 販売 100％ 

下水汚泥 1,200ｔ/年 焼却   0% 

家畜排せつ物      

 （鶏ふん） 2,934ｔ/年 堆肥化 2,934ｔ/年 畑・販売 100％ 

 （牛ふん） 7,399ｔ/年 堆肥化 5,474ｔ/年 畑・販売 74％ 

 （豚ふん） 8,884ｔ/年 堆肥化 3,111ｔ/年 畑・販売 35％ 

建築廃材   1,000ｔ/年      0% 

製材工場等残材      80t /年 燃料、堆肥調整      80t /年 販売、畜産敷材 100％ 

（未利用ﾊﾞｲｵﾏｽ） 6,614 t/年     12% 

林地残材 4,400 t/年    0% 

もみ殻 326ｔ/年 堆肥調整材他 326ｔ/年 土壌改良、畜産敷材 100% 

稲わら 1,374ｔ/年 敷料他 275ｔ/年 畜産敷材等  20% 

野菜非食部（玉葱等）    114ｔ/年 畑地還元     0% 

剪定枝、草木    400ｔ/年      0% 

 

 

１０． 地域のこれまでのバイオマス利活用の取組状況 

（１） 経緯 

   平成５年にはゴミ対策検討委員会を設置し、平成５年度には、全国初のゴミ分別収集 
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を開始した。 

平成 8年度には水俣市総合計画（10 ケ年計画）を策定し、平成 14 年度までに計画内 

容を達成した。 

これらの活動のなかで、中心的な役割を果たし積極的に推進してきたのが、平成 9

年に発足した「ゴミ減量女性連絡会議」であり、「大型小売店舗との食品トレイ廃止申

し合わせ」や「レジ袋をなくす運動としての買い物袋の無料配布」、「家庭版 ISO の推

進（平成 11 年 10 月より）」等、住民協働の動きとしてゴミ減量に必要な仕組みづく

りを検討し実践してきた。 

   このような活動のなか平成 14 年度には生ゴミ分別収集を開始し、堆肥工場が創業を 

開始した、収集された全量を堆肥化し、その堆肥は完売の状態である。 

     また、水俣市役所では、平成 10 年度に市職員の意識改革並びに市民意識の向上と具

体的行動への波及に向けて ISO14001 を取得し、環境負荷低減等の取組を積極的に推進

している。 

  

 

（２）推進体制 

    平成 ４年度：ゴミ対策検討委員会設置 

    平成 ５年度：リサイクル推進委員会設置 

    平成 ９年度：ゴミ減量女性連絡協議会発足 

    平成１４年度：水俣市生ゴミ処理検討協議会設置 

    平成１７年度：水俣市バイオマスタウン推進委員会設置 

     

 

（３）関連事業・計画 

    平成２年度 ：環境創造みなまた推進事業 

平成８年度 ：第３次水俣市総合計画 

水俣市環境基本条例制定 

    平成１０年度：水俣市役所 ISO14001 を取得 

    平成１１年度：地域先導研究「バイオマス有効利用のための高度な微生物制御技

術に関する基盤研究」（当時：科学技術庁）により畜産系バイオマ

スの可能性を調査（第三セクター：みなまた環境テクノセンター） 

           平成１１年度～１３年度    

    平成１２年度：エコタウンプラン承認     

    平成１５年度：都市エリア産学官連携促進事業「環境保全に資する陸上と海域の

バイオマス循環システムの開発（県南グリーンバイオエリア）」（文

部科学省）により、各種バイオマスの効率処理技術の実用化試験 
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           （第三セクター：みなまた環境テクノセンター） 

           平成１５年度～１７年度 

 

（４）既存施設 

① 水俣市リサイクルセンター(平成５年１２月) 

② 家電リサイクル施設（平成１３年４月） 

③ 汚泥肥料生産工場（自然浄化法し尿投入システム）（平成１３年１０月） 

④ びんのリユース・リサイクル施設（平成１３年１１月） 

⑤ 使用済タイヤリサイクル施設（平成１４年１月） 

⑥ 使用済みオイルリサイクル施設（平成１４年５月） 

⑦ 生ゴミ堆肥工場（平成１４年１０月） 

⑧ 廃プラスチック複合再生樹脂リサイクル施設（平成１５年４月） 

⑨ 建築廃材・アスファルトのリサイクル施設（平成１５年８月） 

 


